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区 分 
認知件数 

H25.1～２ 

前年比 

被害額 

 前年同期比  前年同期比 

特殊詐欺 136 件 －39 件 約2億4,105万円 －約 8,075万円 

発行・編集 

広島県警察本部 

生活安全総務課  
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広島市中区基町９－４２ 
ＴＥＬ ０８２（２２８）０１１０ 
ＦＡＸ ０８２（２２８）１１０９ 

令和２年中（暫定値） 

 

 

４期目標（～R2） 
年間 17,000 件以下 

刑法犯総数 

身近な犯罪 

特殊詐欺の被害状況（架空請求詐欺・還付金等詐欺など） 

ボランティア まちの 

福田地区防犯パトロール隊は，平成 18 年

に発足し，28 名の隊員で活動しています。   

主に地区内の子供の見守り活動や青色防

犯パトロールを実施しています。 

その他，地域住民に 

安心感を与える活動を 

積極的に行い，安全・ 

安心なまちづくりに貢 

献しています。 

令和 2 年 12 月号 

犯 防 

目標（～R2） 
年間 7,000 件以下 

目標（～R2） 
年間 8,500 件以下 

目標（～R2）年間 ５億円以下 

子供・女性・高齢者被害の刑法犯 
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「減らそう犯罪」新プラン始動！ 

福田地区防犯パトロール隊 

～広島東～ 

黒瀬防犯パトロール隊 

       ～東広島～ 

黒瀬防犯パトロール隊は，平成 27 年に発

足し，20 名の隊員で活動しています。 

主に登下校時や夜間のパトロール活動を

行い，一昨年からは年一回，町内の小学校

を訪問して児童と交流 

を図っています。 

また，特殊詐欺被害 

防止のため，店舗 ATM 

前での啓発活動へ積極 

的に参加しています。 

※ 「身近な犯罪」とは、乗り物盗、街頭犯罪、侵入強・窃盗、性犯罪の

４類型 14 罪種の総称です。 

             

  
令和３年１月号 

明けましておめでとうございます。 
昨年は，刑法犯認知件数や特殊詐欺の被

害等も減少し，指数上では，治安情勢は改
善しています。 
一方で，コロナ禍における社会の変化に

伴って，休業中の店舗を狙った侵入盗，給
付金の手続きを装った詐欺，インターネッ
トを利用した犯行など，犯罪手口も変容し
ています。 
こうした中，今年から第５期の減らそう

犯罪運動がスタートしました。 
運動目標は， 

「住む人 来る人 誰もが 日本一の 
安全安心を実感できる広島県の実現」 

です。 
この目標に向かって，各種防犯活動も前

例にこだわらず，新たな取組にチャレンジ
していく一年となれば幸いです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察本部生活安全総務課は，（公社）広島県防犯連合会と協働で自転車盗難防止のポス

ター及びチラシを作製しました。 

ポスター及びチラシの表面は自転車ロードレースの国際プロチームであるヴィクトワ

ール広島の選手を起用し，自転車 

盗難防止を呼び掛け，チラシの裏 

面は被害防止策を掲載しています。 

自転車盗難防止のため 

○ 駐輪場の利用 

○ ツーロック 

○ 防犯登録 

を徹底しましょう。             【ポスター・チラシ表面】   【チラシ裏面】 

     

 

犯罪発生マップ 
 
あなたのまちの犯罪発生状況が
マップで分かる！ 

今すぐアクセス！県警ホームページ https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police 

住む人 来る人 誰もが 

日本一の安全安心を実感できる広島県の実現 
 

● 不安に感じる犯罪の抑止 

● 子供・女性・高齢者等の安全確保 

● 特殊詐欺被害の防止 
● インターネット利用犯罪被害の防止 

 

運動目標 

重点項目 

自転車盗難防止ポスター等の作成 

  

スマートフォンやインターネットを利用したサービスの普及により，サイバー犯罪相談

件数は，平成 26 年以降年間 4，000 件を超えており，高止まり状態にあります。 

また，インターネットの急速な普及に伴い，子供が性的若しくは暴力的な内容又は覚醒

剤若しくは大麻などの有害情報に接 

触する機会が増え，また，SNS 等を 

介した子供の犯罪被害も生じている 

状況です。 

こうした情報の閲覧を防止するた 

め，スマートフォン等のフィルタリ 

ングの設定や， 

   家庭でのルール 

を作ってみてはいかがで 

しょうか。 

 

 

 

  

インターネット利用犯罪被害の防止 

□ インターネットで知り合った人と直接会わない 

□ 個人情報をインターネットに書き込まない 

□ 下着や，裸の写真は撮らない，撮らせない 

□ パスワードは保護者が管理する 

□ 人の悪口を書き込まない 

□ アプリをダウンロードするときは保護者に確認する 

□ 不審なメールや，知らない人からのメールは必ず保護

者に見せる 

□ リビングなどの決められた場所で使用する 

□ 利用時間は一日○時間まで 

□ ルールが守れないのなら，使用禁止 

 

 

 

家庭でのルール（具体例） 

減 らそう犯罪 
トピックス 


